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                            平 成 26年 ２ 月 20日                          

第 193回都市計画審議会 

 

重点地区まちづくり計画の案について（武蔵関駅周辺地区） 

 

 

１ 目的 

武蔵関駅周辺地区は、練馬区都市計画マスタープランにおいて生活拠点として位置

付けられ、交通の安全性や買物などの利便性・快適性を高めるとともに、商業環境の向

上などを図っていくこととされている。しかしながら、西武新宿線の踏切による交通渋

滞や歩行者の安全対策、商業環境の整備など様々な課題を抱えている。 

このような中で、平成 20年６月に西武新宿線（井荻～東伏見駅付近）が東京都の連

続立体交差事業の事業候補区間に選定され、区は、これを契機として平成21年度より

本地区のまちづくりに着手した。 

平成 22年５月に地域住民による武蔵関駅周辺地区まちづくり協議会（以下「まちづ

くり協議会」という。）が設立され、本地区のまちづくりの検討が進められた。平成24

年５月には、まちづくり協議会から「武蔵関駅周辺のまちづくり提言書」が区へ提出さ

れ、区は同年６月に本地区を練馬区まちづくり条例（平成17年12月練馬区条例第95

号）第42条に規定する「重点地区まちづくり計画を検討する区域」（以下「検討区域」

という。）に指定した。平成25年には「重点地区まちづくり計画」の素案の説明会を開

催し、地域住民等から広く意見聴取を行い、このたび、「重点地区まちづくり計画」の

案を作成した。今後は、同条例の手続きを経て、「重点地区まちづくり計画」を策定す

る。 

 

２ 対象区域 

練馬区関町北一丁目、関町北二丁目、関町北四丁目、関町東一丁目、関町東二丁目、          

石神井台七丁目の各地区内 約77ha（Ｐ４参照） 

 

３ 重点地区まちづくり計画の案 

(1)  名称 
    武蔵関駅周辺地区まちづくり構想（案） 

(2)  地区整備の目標 
        鉄道の連続立体化を見据え、生活拠点としての機能を高めるまちづくりを推進し

ていくため、交通安全、水とみどり、賑わい交流環境および安心住環境の各課題の

改善を図り、安全・安心で住みよく、災害に強いまちの実現を目指す。 

報 告 事 項 １  
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４ これまでの経過 

平成21年度 まちづくり検討地区の現況調査および地区内住民の意向調査 

まちづくり勉強会開催（２回） 

まちづくり準備会開催（２回） 

平成22年度 まちづくり協議会開催（５回） 

平成23年度 まちづくり協議会開催（９回） 

まちづくりオープンハウスおよびフォーラム開催 

平成24年５月 

     ６月 

武蔵関駅周辺のまちづくり提言書 受領 

検討区域の指定 

平成25年11月15日、17日、20日 説明会開催（まちづくり計画の素案の意見聴取） 

  平成26年１月16日        練馬区都市計画審議会部会の意見聴取 

 

５ 今後の予定 

   平成26年２月20日       練馬区都市計画審議会への報告 

３月11日 

～４月１日 

重点地区まちづくり計画の案の公表・縦覧、 

意見書・公述の申出受付 

３月14日、15日 説明会の開催 

４月14日 公聴会の開催（公述の申出があった場合） 

７月上旬 練馬区都市計画審議会の意見聴取 

７月下旬 重点地区まちづくり計画の決定、公表 

 

６ 資料 

理由書 Ｐ.３ 

区域図 Ｐ.４ 

武蔵関駅周辺地区まちづくり構想（案） Ｐ.５～12 

現地航空写真 Ｐ.13 

現況写真 Ｐ.14 

重点地区まちづくりの手続の流れ Ｐ.15 

重点地区まちづくり計画総括図 Ｐ.16 
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重点地区まちづくり計画の案の理由書 

 

１ 重点地区まちづくり計画の名称 

   武蔵関駅周辺地区まちづくり構想 

 

２ 理由 

武蔵関駅周辺地区は、練馬区都市計画マスタープランにおいて生活拠点とし

て位置付けられ、交通の安全性や買物などの利便性・快適性を高めるとともに

地区の特性に配慮した商業環境の向上などを図っていくこととされている。し

かしながら、西武新宿線の踏切による交通渋滞や歩行者の安全対策、賑わいの

ある商業環境の整備など様々な課題を抱えている。 

このような中で、平成 20年 6月に西武新宿線（井荻～東伏見駅付近）が東

京都の連続立体交差事業の事業候補区間に選定された。 

そこで、これを契機として、まちづくり協議会活動やまちづくりニュースの

配布、アンケート調査の実施、オープンハウスとフォーラムの開催、説明会を

実施し、まちの課題やまちづくりの方針等について話し合いを進めてきた。 

その後、平成 24年６月に、当地区を練馬区まちづくり条例（平成 17年 12

月練馬区条例第95号）第42条に規定する「重点地区まちづくり計画を検討す

る区域」に定めた。 

この度、これまでの経緯と実績を踏まえて、平成25年11月に「重点地区ま

ちづくり計画」の素案の説明会を開催し、地域住民等から広く意見聴取を行い、

「重点地区まちづくり計画」の案を作成したものである。 

今後は、同条例の手続きを経て、「重点地区まちづくり計画」を策定する。 
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Ｎ 

関中学校 

東京女子学院 

関町北 
小学校 

関町 
小学校 

石神井西 
小学校 

関区民 
センター 

都立石神井 
高等学校 

上智大学 
神学部 関町北 

地区区民館 
 

東京 
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神学院 

武蔵関 
公園 

武蔵関駅周辺地区 現地航空写真  

 

1
3
 

練馬区 平成23年6月撮影 



武蔵関駅周辺地区 現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲武蔵関駅南口周辺       ▲関町庚申通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲石神井川           ▲東京カトリック神学院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲武蔵関駅前通り商店会     ▲関町北三丁目 
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本条例では、区が、都市計画マスタープラン等の計画などに基づいて、重点

的かつ積極的に特定の地区のまちづくりを進めようとする際に、地区住民の意

向を反映させながら「重点地区まちづくり計画」を策定し、区民や事業者と協

力してまちづくりを行うための手続等を定めました。 
 
●手続の流れ 

 

●計画を定めることができる地区 

①都市計画マスタープランで重点的整備を

推進することとされている地区 

②都市再開発の方針・住宅市街地の開発整備

の方針・防災街区整備方針で指定されてい

る地区 
③防災上、早急に整備が必要な地区 

④大規模な公共施設の整備とともに一体

的・総合的な整備が必要な地区 

⑤上記のほか区長が特に優先的整備、緊急対

応が必要と認める地区 

●重点地区まちづくり計画を検討す

る区域（以下「検討区域」という。） 

①区は、計画案を作成しようとするときは、

計画の対象となる検討区域を定め、理由書

を添えて公表します。 

②区は、検討区域において建築その他土地利

用を変更する場合に必要な指導を行うこ

とができます。 

●住民等の意向の反映 

①区は、計画案を作成する段階で、懇談会の

設置、説明会の開催などにより、地区の住

民や土地所有者等の意向を反映させるた

めの措置を講じます。 

②作成された計画案を公表し、縦覧、説明会、

公聴会を行って住民等の意見を求めます。 

③計画案について都市計画審議会の意見を

聴いたうえで、計画を決定します。 

◇重点地区まちづくりの手続の流れ（第40条～第46条） 

公聴会 

公表・縦覧（３週間） 

意見書 

説明会 

都市計画審議会の意見聴取 

意見書要旨と区の 

見解書の公表 

都市計画審議会部会の意見聴取 

議会の意見聴取 

計画の決定・公表 

重点地区まちづくり計画を 

検討する区域の指定、公表 

公表後３週間以内  

計画案への意見要旨と 

区の見解書の公表 

地区住民等の意向を 

反映させるための措置 

計画案の作成 

意見書 縦覧期間中  

重点地区まちづくりの推進 



重点地区まちづくり計画総括図 
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大泉学園駅周辺地区 

石神井公園駅周辺地区 

100m 500m 1000m 

放射７号線沿道周辺地区 

土支田中央地区 

江古田駅周辺地区 

東武練馬駅周辺地区 

上石神井駅周辺地区 

中村橋駅周辺地区 
練馬駅周辺地区 

重点地区まちづくり計画区域・・・・・・・・・・・・ 
（凡例） 

重点地区まちづくり計画を検討する区域・・・・・・・・ 

貫井・富士見台地区 

放射３５号線沿道周辺地区

大泉・石神井・三原台周辺地区 

※重点地区まちづくり計画区域(みなし)・・・・・・・・ 

武蔵関駅周辺地区 

上井草駅周辺地区 

 

 

※平成18年のまちづくり条例施行に伴う経過措置により「重点地区まちづくり計画」とみなした構想や計画。 

平成26年2月現在 
１６ 


